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同上

第42条 被認定者又は被認定者で第25条第１項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正
当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給
しないことができる。

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371516.html

療養義務違反による補償給付の支給制限

被認定者が、正当な理由なく療養に関する指示に従わなかったときは、補償給付の全部または一部が支給さ
れなくなります。

公害健康被害の補償等に関する法律第42条

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371516.html#

